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議事の概要

○ 議題「民間企業の勤務条件制度等調査の実施」について、担当局から、別添の

とおり調査を行うこととしたいとの説明があった。

また、調査票については、総務省において審査中であり、審査の結果、軽微な

変更が生じた場合は御一任いただきたい旨説明があった。

○ 議題については、三人事官一致で議決された。



 
機密性２情報 

 

 別  添  

 

民間企業の勤務条件制度等調査の実施について 

 

令和４年５月１９日 

職 員 福 祉 局 

 

 本年の民間企業の勤務条件制度等調査について、別紙要綱のとおり実施することと

したい。具体的な調査項目は以下のとおり。 

 なお、昨年に引き続き、全ての調査事項について、オンライン調査システムを利用

した回答を可能とすることとしている。 

 

Ａ 交替制勤務の状況 

民間の交替制勤務におけるシフトの状況等を把握し、公務における交替制勤務の勤務状

況改善に向けた検討の基礎資料とする。 

 

Ｂ 介護のための短時間勤務制度 

従業員が働きながら家族介護に従事することを支援するための短時間勤務制度の状況

を把握し、公務における制度の在り方に関する検討の基礎資料とする。 

 

Ｃ 季節的な休暇制度 

職員団体からの夏季休暇の取得期間の拡大等に係る継続的な要望を踏まえ、民間におけ

る季節的な休暇制度の状況を把握し、検討の基礎資料とする。 

 

Ｄ 産業医等の配置状況 

民間事業所における産業医や産業医以外の保健スタッフの配置の状況を把握し、公務に

おける健康管理体制の強化に向けた検討の基礎資料とする。 

 

Ｅ 社宅の状況等【継続調査（令和３年度から）】 

公務員宿舎の設置、使用料等については人事院の勧告事項となっており、財務省に対し

て必要な意見を述べられるよう、民間の社宅の状況を調査してきている。 

 

Ｆ 業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度【継続調査】 

公務における特別援護金の水準設定は、民間における法定外給付の状況を踏まえて行っ

ており、そのために必要な事項を調査してきている。 

 

Ｇ 従業員の退職管理等の状況【継続調査】 

民間の定年制及び継続雇用制度の状況を把握し、公務における高齢期雇用施策の検討の

基礎資料とする。 

 

以   上   
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 別 紙  

 

令和４年民間企業の勤務条件制度等調査要綱 

 

 

令和４年５月 

人 事 院 

 

 

Ⅰ 調査の目的 

民間企業の勤務条件制度等調査は、民間企業における労働時間、休業・休暇、福利厚生、

退職管理及び業務・災害に対する法定外給付等の実態を把握し、国家公務員の勤務条件の

検討のための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

Ⅱ 調査の範囲 

 １ 調査対象 

 （１）地 域 

全 国 

 （２）調査対象企業 

令和４年１０月１日現在における常勤の従業員数が５０人以上である企業のうち、

日本標準産業分類の大分類の農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売

業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿

泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福

祉、複合サービス事業及びサービス業（中分類の宗教及び外国公務に分類されるもの

を除く｡）に分類されたもの。 

    ただし、次の経営形態のものを除く。 

ア 政府機関及びその関係機関 

イ 地方公共団体及びその関係機関 

ウ 大使館・領事館及び国際連合等の関係機関 

エ 企業組合等 

 ２ 調査客体 

調査対象約４６，０００社のうち、産業及び企業規模によって層化した上で無作為に

抽出した約７，６００社を調査客体とする。 

 

Ⅲ 調査事項 

  令和４年１０月１日現在における次の各事項とする。 

 １ 企業に関する事項 

 （１）企業の名称 

 （２）所在地 

 （３）主な事業内容 

 （４）企業全体の常勤の従業員数 



                                                                    

  

 ２ 交替制勤務の状況 

 （１）交替制勤務のある事業所の有無 

 （２）交替制勤務の形態 

 （３）交替制勤務間の時間間隔の有無等 

 （４）見直し等の予定 

 ３ 介護のための短時間勤務制度 

 （１）介護のための短時間勤務制度の有無 

 （２）短縮する時間数の上限 

 （３）期間の上限 

 ４ 季節的な休暇制度 

 （１）季節的な特別休暇制度の有無 

 （２）使用可能時期 

 （３）使用可能日数 

 ５ 産業医等の配置状況 

 （１）従業員数の規模別の事業所の有無 

 （２）産業医等の配置状況 

 ６ 社宅の状況等 

 （１）転勤の有無 

 （２）用途別、保有形態別社宅の有無 

 （３）社宅の使用料等 

 （４）社宅の設備状況 

 ７ 業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度 

 （１）法定外給付制度の有無 

 （２）給付額の決定方法 

 （３）給付額 

 ８ 従業員の退職管理等の状況 

 （１）定年制の状況 

 （２）継続雇用制度の状況 

 （３）継続雇用制度の上限年齢及び上限年齢の変更予定 

 

Ⅳ 調査方法 

  全ての調査事項について、オンライン調査システムを利用した回答を可能とした上で、

次の１及び２の方法により調査を行う。 

１ 郵送調査 

調査客体（標本企業）約７，６００社のうち、職員調査対象企業以外の約７，２００

社に対して調査票を郵送し、同票の回答欄に所要事項を記入の上、返信用封筒による返

送によること等による回答を求める。 

２ 職員調査 

調査客体（標本企業）のうち約４００社に対しては、新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を徹底した上で、人事院職員による調査を行うこととし、訪問、電話、メー

ル等により回答を求める。 

  

 



                                                                    

  

Ⅴ 調査期間 

  令和４年１０月１日（土）から１１月３０日（水）までとする。 

 

Ⅵ 集計方法 

  独立行政法人統計センターに依頼する。 

 

Ⅶ 結果の公表 

  集計及び分析が完了後、結果報告書を公表する。 

 

 

以   上 


